
前高特ガイド NO.３
～受検を考えている生徒さんと保護者、先生方へ～

前橋高等特別支援学校の「教育課程」①
本校の教育課程は「特別の教育課程」となっており、高等学校学習指導要領ではなく、特別

支援学校高等部（知的障害を伴う）学習指導要領の内容を扱っています。今回は主な特徴であ

る「作業学習」について紹介します。
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☆２、３年合同 作業内容や習熟度別にグループ分け

作業学習

「作業学習」は、特別支援学校（知的障害）では象徴的な授業です。将来

の就労を目指し、職場（工場等）を想定した「訓練」の時間となっています

が、その内容は作業スキルの向上だけが「ねらい」ではありません。各教科

等で獲得した知識、あいさつや返事、言葉遣いなどのコミュニケーションス

キルを実際の「作業」や「人間関係」を通して活用していくこともねらいと

しています。
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本校は「職業学科（農業園芸科、産業工芸科、家政被服科）」の３学科と「普通科」の

計４学科編成となっており、それぞれの目標は以下のとおりです。

☆目標
「職業学科」：就労に必要な基礎的態度・技能・知識を身につけ、社会生活に参加し

職業自立ができる生徒の育成

「普通科」 ：望ましい生活習慣の形成、身辺自立能力の向上、集団行動や人とのかか

わりなど、生活自立や社会参加への実践的な力を身につけた生徒の育成


